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仙台市図書館条例施行規則の一部改正について 

 

 

 

 

 仙台市図書館条例施行規則（昭和４６年仙台市教育委員会規則第１２号）

の一部を別紙のとおり改正することにつき，教育長に対する事務委任等に関

する規則第２条第３号の規定により，議決を求める。 

 

 

 

 

 

令和８年２月１０日 

 

 

 

 

仙台市教育委員会 

教育長 天野 元 



 

 

 

仙台市図書館条例施行規則の一部改正について 

 

 

１ 改正の理由 

令和８年４月１日から宮城野図書館の指定管理者となる事業者の提案である

開館時間の延長を認め、所要の規定整備を行うもの。 

 

 

２ 改正の概要 

宮城野図書館の土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日の

開館時間を午前９時３０分から午後６時までとする。 

 

 

３ 施行日 

 令和８年４月１日 
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仙台市教育委員会規則第 号 

仙台市図書館条例施行規則の一部を改正する規則 

仙台市図書館条例施行規則（昭和四十六年仙台市教育委員会規則第十二号）の一部を次のように改正する。 

現 行 改正後 

（開館時間） （開館時間） 

第三条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、仙台

市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、必要がある

と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。 

区分 開館時間 

仙台市民図書館 午前九時三十分から午後八時まで（土

曜日、日曜日及び国民の祝日に関する

法律（昭和二十三年法律第百七十八号）

に規定する休日（以下「休日」という。）

にあっては、午前九時三十分から午後

六時まで） 

仙台市榴岡図書館 

          

仙台市広瀬図書館 

仙台市若林図書館 

午前九時三十分から午後七時まで（土

曜日、日曜日及び休日にあっては、午

前九時三十分から午後六時まで） 

仙台市泉図書館 

仙台市宮城野図書館 

仙台市太白図書館 

午前九時三十分から午後七時まで（土

曜日、日曜日及び休日にあっては、午

前九時三十分から午後五時まで） 
 

第三条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、仙台

市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、必要がある

と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。 

区分 開館時間 

仙台市民図書館 午前九時三十分から午後八時まで（土

曜日、日曜日及び国民の祝日に関する

法律（昭和二十三年法律第百七十八号）

に規定する休日（以下「休日」という。）

にあっては、午前九時三十分から午後

六時まで） 

仙台市榴岡図書館 

仙台市宮城野図書館 

仙台市広瀬図書館 

仙台市若林図書館 

午前九時三十分から午後七時まで（土

曜日、日曜日及び休日にあっては、午

前九時三十分から午後六時まで） 

仙台市泉図書館 

          

仙台市太白図書館 

午前九時三十分から午後七時まで（土

曜日、日曜日及び休日にあっては、午

前九時三十分から午後五時まで） 
 

［２ 略］ ［２ 略］ 

   附 則 

 この規則は、令和八年四月一日から施行する。 
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